
4月から「障害者差別解消法」施行4月から「障害者差別解消法」施行4月から「障害者差別解消法」施行

　差別をなくすためには、区民の皆さん一人ひとりの気遣いや心く
ばりが大切です。困っている方を見かけたら、お声がけをお願いし
ます。
※今回の法律は行政機関・民間事業者が対象であり、個人的に障
害のある方と接する場合や、個人の思想・言論は、この法律の対象
ではありません。

　4月から障害者差別の相談窓口を次のとおり開
設しています。どなたでもご相談ください。
　　障害者支援課施策推進係（区役所隣防災セン
ター2階17番）☎3647‒4749、FAX3699‒0329
　　shisaku-sui-tan@city.koto.lg.jp

区民の皆さんへ 相談窓口を開設

どんな法律なの？
　すべての行政機関と民間事業者の、障害
のある人への「不当な差別的取扱いの禁止」
と「合理的配慮の提供」を定めています。

不当な差別的取扱いとは（例） 合理的配慮とは（例）

その他、「字が書けないのに、代筆を認めない」など

※正当な理由がある場合や、障害者を優遇することは、不当
な差別的取扱いにはあたりません。

その他、「知的障害のある人のために、書類の内容をできるだ
けわかりやすく説明する」など
※費用がかかりすぎるなど、実施するための負担が大きすぎる
ときは、お互いに話し合って、他の方法を考えることになります。

障害があるからという理由
で、アパートを貸さない。

車いすを使っているからとい
う理由で、お店に入れない。

車いすを使っている人が通
れるよう、段差に簡易スロー
プを設置する。

聴覚障害のある人からの申
し出を受けて、筆談でやり取
りを行う。

不当な差別的取扱い
してはいけない
（禁止）

行政機関
（国・地方公共団体など）

民間事業者（個人事業者や、ＮＰＯ
などの非営利事業者も含む）

してはいけない
（禁止）

しなければならない
（法的義務）

するように努める
（努力義務）

すべての人にすべての人に

合理的配慮の提供

問

ｅ

やさしいまちを目指してを目指してやさしいまちを目指して
4
月
か
ら
「
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」（
障
害

者
差
別
解
消
法
）が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
は
、障
害
者
へ
の
差
別
を
な
く

し
、
誰
も
が
お
互
い
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
、
と
も
に
生
き
る
社

会
の
実
現
を
目
指
す
も
の
で
す
。

今号の
主な内容

［2面］特定不妊治療費の一部を助成、低所得の高齢者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金申請受付開始
［3面］避難行動要支援者名簿への登録を受付 ［9面］特別区職員Ⅰ類（事務等）（一般方式）募集
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夫
婦
の
経
済
的
負
担
を
軽
減

特
定
不
妊
治
療
費
の
一
部
を
助
成

特
定
不
妊
治
療
費
の
一
部
を
助
成

特
定
不
妊
治
療
費
の
一
部
を
助
成

特
定
不
妊
治
療
費
の
一
部
を
助
成

特
定
不
妊
治
療
費
の
一
部
を
助
成

４
月
15
日（
金
）〜
７
月
15
日（
金
）

低
所
得
の
高
齢
者
向
け

低
所
得
の
高
齢
者
向
け

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金

低
所
得
の
高
齢
者
向
け

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金

申
請
受
付
開
始

国
民
年
金
保
険
料
の
学
生
納
付
特
例

国
民
年
金
保
険
料
の
学
生
納
付
特
例

平
成
平
成
2828
年
度
申
請
の
受
付
を
開
始

年
度
申
請
の
受
付
を
開
始

平
成
28
年
度
申
請
の
受
付
を
開
始

国
民
年
金
保
険
料
の
学
生
納
付
特
例

「
長
期
計
画
の
展
開
２
０
１
６
」
を
策
定

「
長
期
計
画
の
展
開
２
０
１
６
」
を
策
定

「
長
期
計
画
の
展
開
２
０
１
６
」
を
策
定

区
の
重
点
事
業
や
新
た
な
事
業
展
開
を
掲
載

こ
ど
も
を
望
ん
で
い
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
不
妊
に
悩
む
夫
婦
は
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
区
で
は
高
額
な
不
妊

治
療
費
の
一
部
を
助
成
す
る
こ
と
に

よ
り
、
夫
婦
の
経
済
的
な
負
担
を
軽

減
し
、
さ
ら
に
少
子
化
対
策
お
よ
び

次
世
代
育
成
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

﹇
対
象
者
﹈次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る

方○
平
成
28
年
4
月
1
日
以
降
に
治
療

が
終
了
し
、「
東
京
都
特
定
不
妊

治
療
費
助
成（
※
）
」
を
申
請
し
承

認
を
受
け
た

○
申
請
時
に
江
東
区
に
住
所
を
有
し

て
い
る

○
他
の
区
市
町
村
か
ら
特
定
不
妊
治

療
費
助
成
を
受
け
て
い
な
い

※
「
東
京
都
特
定
不
妊
治
療
費
助
成

事
業
」
の
対
象
要
件

・
治
療
開
始
時
に
法
律
上
の
婚
姻
を

し
て
い
る
都
内
在
住
の
夫
婦

・
特
定
不
妊
治
療
以
外
妊
娠
の
見
込

み
が
無
い
ま
た
は
極
め
て
少
な
い
と

医
師
が
判
断
し
た

・
指
定
医
療
機
関
で
特
定
不
妊
治
療

を
実
施

・
前
年
の
夫
婦
合
算
の
所
得
額
が
7

3
0
万
円
未
満

・
治
療
開
始
時
の
妻
の
年
齢
が
43
歳

未
満詳

細
は
東
京
都
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
HPhttp://www.fukushihok

en.metro.tokyo.jp/kodomo/ko
sodate/josei/funin/index.ht
m
l

）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

﹇
助
成
内
容
﹈

特
定
不
妊
治
療
の
う
ち
、
医
療
保

険
が
適
用
さ
れ
な
い
治
療
費

﹇
助
成
額
﹈東
京
都
で
承
認
さ
れ
た
特

定
不
妊
治
療
の
医
療
費
か
ら
、
都
の

助
成
額
を
差
し
引
い
た
実
費
額
（
限

度
額
10
万
円
）

問
保
健
所
保
健
予
防
課
保
健
係

�（
3
6
4
7
）5
9
0
6

学
生
納
付
特
例
と
は
、
収
入
が
少

な
く
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難

な
20
歳
以
上
の
学
生
の
方
が
、
申
請

を
し
て
承
認
さ
れ
る
と
、
一
定
期
間

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

対
象
と
な
る
学
校
は
、
大
学
（
大

学
院
）、
短
期
大
学
、
高
等
学
校
、
高

等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
お
よ
び
各

種
学
校
等
（
海
外
大
学
の
日
本
分
校

は
一
部
を
除
き
対
象
外
）で
す
。対
象

期
間
は
、
申
請
月
の
2
年
1
か
月
前

の
月
分
か
ら
平
成
29
年
3
月
分
ま
で

で
、
年
度
ご
と
の
申
請
が
必
要
で
す
。

学
生
納
付
特
例
が
承
認
さ
れ
た
期

間
は
次
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

○
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間

と
な
り
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金

の
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

○
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
猶
予
さ
れ

た
国
民
年
金
保
険
料
を
追
納
で
き

ま
す
（
た
だ
し
、
3
年
度
目
以
降

は
、
期
間
に
応
じ
て
一
定
の
額
が

加
算
さ
れ
ま
す
）。

○
障
害
基
礎
年
金
請
求
の
審
査
に
際

し
納
付
済
期
間
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

※
学
生
納
付
特
例
に
該
当
し
な
い
場

合
は
、
免
除
や
若
年
者
納
付
猶
予
の

申
請
が
で
き
ま
す
。

申
年
金
手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号

が
記
載
さ
れ
た
書
類
と
学
生
証
（
表

・
裏
両
面
の
写
し
で
も
可
）
ま
た
は

在
学
証
明
書
を
持
参
し
、
区
民
課
年

金
係
（
区
役
所
隣
防
災
セ
ン
タ
ー
2

階
20
番
）・
各
出
張
所（
現
年
度
分
の

み
受
付
）
窓
口
で

問
区
民
課
年
金
係

�（
3
6
4
7
）1
1
3
1

一
億
総
活
躍
社
会
の
実
現
に
向
け

て
、
賃
金
引
上
げ
の
恩
恵
が
及
び
に

く
い
低
所
得
の
高
齢
者
等
を
支
援
す

る
た
め
、「
年
金
生
活
者
等
支
援
臨

時
福
祉
給
付
金
（
低
所
得
の
高
齢
者

向
け
）」
を
支
給
し
ま
す
。

詳
細
は
、
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（

HPhttp://www.2kyufu.jp
/

）
等
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
書
の
送
付

4
月
13
日
（
水
）
か
ら
順
次
支
給

対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
方
へ
、

申
請
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

申
請
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
誓
約

・
同
意
事
項
を
ご
確
認
の
う
え
、
了

承
い
た
だ
け
る
方
は
、
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返
送
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
振
込
口
座
を
新
た

に
指
定
す
る
場
合
や
代
理
人
が
申
請

す
る
場
合
な
ど
、
提
出
書
類
が
必
要

な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
記
入
例
を
記

載
し
た
「
お
知
ら
せ
」
を
同
封
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

人
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

○
平
成
27
年
1
月
1
日
（
基
準
日
）

時
点
で
、
江
東
区
に
住
民
登
録
が

あ
る
方

○
平
成
27
年
度
の
都
民
税
・
区
民
税

（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
な
い
方

○
平
成
28
年
度
中
に
65
歳
以
上
と
な

る
方
（
昭
和
27
年
4
月
1
日
以
前

に
生
ま
れ
た
方
）

※
た
だ
し
、
次
の
方
は
支
給
対
象
外

で
す
。

・
都
民
税
・
区
民
税
（
均
等
割
）
が

課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶
養
親
族
等

と
な
っ
て
い
る
方
（
控
除
対
象
配
偶

者
、
配
偶
者
特
別
控
除
に
お
け
る
配

偶
者
、
青
色
事
業
専
従
者
お
よ
び
白

色
事
業
専
従
者
も
含
む
。）

・
生
活
保
護
の
受
給
者
や
中
国
残
留

邦
人
等
に
対
す
る
支
援
給
付
の
受
給

者
基
準
日
時
点
で
、
江
東
区
に
住
民

登
録
の
な
い
方
は
、
原
則
、
江
東
区

で
の
給
付
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

基
準
日
時
点
で
住
民
登
録
の
あ
っ
た

区
市
町
村
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
9
月
以
降
受
付
開
始
予
定
の
「
年

金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金

（
低
所
得
の
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受

給
者
向
け
）」
と
併
給
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
上
記
の
受
給
要
件
を
満
た

す
方
は
、
今
回
の
期
間
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

﹇
支
給
額
﹈支
給
対
象
者
1
人
に
つ
き
、

3
万
円
（
一
律
・
1
回
）

﹇
支
給
方
法
等
﹈

申
請
書
等
の
審
査
を
行
い
、
6
月

上
旬
か
ら
順
次
口
座
振
込
に
よ
り
支

給
（
受
付
し
た
翌
月
ま
た
は
翌
々
月

の
振
込
を
予
定
）

※
審
査
の
結
果
、
支
給
で
き
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。

申
請
書
の
提
出
は
お
早
め
に

申
請
期
限
ま
で
に
申
請
書
を
提
出

さ
れ
な
い
場
合
は
、
給
付
金
の
支
給

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
お
早
め
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

﹇
申
請
期
限
﹈

7
月
15
日
（
金
）
消
印
有
効

給
付
金
を
装
っ
た

振
り
込
め
詐
欺
等
に
ご
注
意
を

区
が
皆
さ
ん
に
次
の
よ
う
な
お
願

い
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

な
ど
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現
金
自
動
預
払

機
）
操
作
を
お
願
い
す
る

○
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、
区

か
ら
の
給
付
金
を
振
り
込
ん
で
も

ら
う

○
給
付
の
た
め
に
メ
ー
ル
で
の
手
続

き
や
手
数
料
な
ど
の
振
り
込
み
を

お
願
い
す
る

区
職
員
や
厚
生
労
働
省
等
の
職
員

を
名
乗
っ
て
、
自
宅
へ
の
訪
問
や
不

審
な
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
場
合
は
、

迷
わ
ず
最
寄
り
の
警
察
署
、
ま
た
は

警
察
相
談
電
話
（
＃
9
1
1
0
）
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

相
談
窓
口
を
開
設

区
役
所
8
階
に
相
談
窓
口
を
開
設

し
て
い
ま
す
。
な
お
、
受
付
開
始
当

初
2
週
間
程
度
は
混
雑
が
予
想
さ
れ

ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

﹇
開
設
場
所
﹈区
役
所
8
階
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
ホ
ー
ル

﹇
受
付
時
間
﹈月
〜
金
曜
の
午
前
9
時

〜
午
後
5
時
（
祝
日
を
除
く
）

※
な
る
べ
く
公
共
交
通
機
関
の
ご
利

用
を
お
願
い
し
ま
す
。

▲区がお送りする申請書が入った封筒

区
で
は
、
平
成
27
年
3
月
に
区
政

運
営
の
具
体
的
指
針
と
な
る
長
期
計

画（
後
期
）を
策
定
し
ま
し
た
。

長
期
計
画
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
行
政
評
価
の
結
果
や
社
会
状

況
の
変
化
等
に
基
づ
き
、
特
に
重
点

的
に
取
り
組
む
べ
き
事
業
と
し
て
掲

げ
た
主
要
事
業
等
を
毎
年
度
見
直
す

と
と
も
に
、
新
た
な
事
業
の
展
開
を

図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

今
回
策
定
し
た
「
長
期
計
画
の
展

開
2
0
1
6
」
は
、
こ
の
よ
う
な
見

直
し
を
踏
ま
え
た
主
要
事
業
の
今
後

の
予
定
を
改
め
て
示
す
と
と
も
に
、

新
た
な
事
業
の
展
開
に
つ
い
て
も
公

表
す
る
も
の
で
す
。

区
は
、
こ
の
「
長
期
計
画
の
展
開

2
0
1
6
」
に
基
づ
き
、
区
政
の
着

実
な
推
進
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
う
と
う
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、

図
書
館
、
Ｈ
Ｐ
で
公
開

「
長
期
計
画
の
展
開
2
0
1
6
」

は
、
こ
う
と
う
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（
区
役
所
2
階
）、
各
図
書
館
、
区
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

※
こ
う
と
う
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で

は
頒
布
し
て
い
ま
す
。

﹇
頒
布
価
格
﹈6
0
0
円

問
企
画
課
計
画
担
当

�（
3
6
4
7
）9
1
6
8

問い合わせ先（いずれも通話料がかかります）

［江東区臨時福祉給付金コールセンター］
☎0570-06-9292
※IP 電話等でつながらない場合は☎6832-7732
（月～金曜の9：00～17：15（祝日を除く）※4/1から番号が変わり
ました。おかけ間違いのないようお願いします）
［厚生労働省の相談窓口（専用ダイヤル）］
☎0570-037-192
※IP 電話等でつながらない場合は☎6627-1290
（9：00～18：00※8/1（月）以降は平日のみ）
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凡

例

時
日
時

場
場
所

集
集
合

人
対
象
・
定
員

費
費
用

内
内
容

師
講
師

保
一
時
保
育

締
締
切
日

申
申
込

問
問
合
先

HP
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ｅ
Ｅ
メ
ー
ル

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
へ
の

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
へ
の

登
録
を
受
付

登
録
を
受
付

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
へ
の

登
録
を
受
付

災
害
時
の
避
難
に
支
援
が
必
要
な
方
は
区
へ
届
出
を

失
業
や
借
金
な
ど
経
済
的
な
困
り
ご
と
を
支
援

失
業
や
借
金
な
ど
経
済
的
な
困
り
ご
と
を
支
援

相
談
窓
口・住
居
確
保
給
付
金・就
労
準
備
支
援

相
談
窓
口・住
居
確
保
給
付
金・就
労
準
備
支
援

失
業
や
借
金
な
ど
経
済
的
な
困
り
ご
と
を
支
援

相
談
窓
口・住
居
確
保
給
付
金・就
労
準
備
支
援

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
伴
う

帰
還
困
難
区
域
等
か
ら
転
入
さ
れ
た
方
へ

国
保
等
の
負
担
金
の
免
除
と
保
険
料
の
減
免
を
延
長

国
保
等
の
負
担
金
の
免
除
と
保
険
料
の
減
免
を
延
長

国
保
等
の
負
担
金
の
免
除
と
保
険
料
の
減
免
を
延
長

国
保
等
の
負
担
金
の
免
除
と
保
険
料
の
減
免
を
延
長

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
申
込
者
で
新
た
に

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
申
込
者
で
新
た
に

要
介
護
度
１・２
に
な
っ
た
方
へ

要
介
護
度
１・２
に
な
っ
た
方
へ

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
申
込
者
で
新
た
に

要
介
護
度
１・２
に
な
っ
た
方
へ

特
例
入
所
要
件
該
当
申
告
書
等
の
提
出
を

特
例
入
所
要
件
該
当
申
告
書
等
の
提
出
を

区
で
は
、
平
成
26
年
度
か
ら
災
害

が
発
生
し
た
際
に
自
力
で
避
難
す
る

こ
と
が
困
難
な
方
を
掲
載
し
た
「
避

難
行
動
要
支
援
者
名
簿
」
を
作
成
し

て
い
ま
す
。
今
年
度
は
7
月
1
日
を

基
準
日
と
し
て
対
象
と
な
る
方
を
抽

出
し
、
名
簿
を
更
新
し
ま
す
。
更
新

に
あ
た
り
、
地
域
団
体
等
に
提
供
す

る
「
同
意
方
式
名
簿
」
へ
の
登
録
を

希
望
す
る
方
か
ら
の
届
出
を
受
け
付

け
ま
す
。

な
お
、
次
の
方
は
す
で
に
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
改
め
て
の

届
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

〇
平
成
26
年
7
月
に
区
か
ら
発
送
さ

れ
た
「
江
東
区
避
難
行
動
要
支
援

者
名
簿
の
外
部
提
供
同
意
書
」
を

提
出
し
た
方

〇
す
で
に
「
江
東
区
避
難
行
動
要
支

援
者
名
簿
の
登
録
届
出
書
兼
外
部

提
供
同
意
書
」
を
提
出
し
た
方

※
支
援
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
場
合

に
は
区
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
取
下

届
を
お
送
り
し
ま
す
。

区
で
名
簿
登
録
の
対
象
と
し
て

い
る
方

①
75
歳
以
上
で
一
人
暮
ら
し
、
ま
た

は
75
歳
以
上
の
方
だ
け
の
世
帯

②
介
護
保
険
制
度
の
要
介
護
3
〜
5

に
該
当
す
る
方
（
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
に
入
所
し
て
い
る
方
は
除
く
）

③
身
体
障
害
者
手
帳
の
肢
体
不
自
由

（
各
個
別
等
級
）
1
・
2
級
、
視
覚

お
よ
び
聴
覚
障
害
の
1
・
2
級
に
該

当
す
る
方

④
愛
の
手
帳
の
1
・
2
度
に
該
当
す

る
方

⑤
右
記
①
〜
④
に
該
当
し
て
い
な
い

が
、
災
害
時
の
避
難
に
支
援
を
希
望

す
る
方

①
〜
④
の
方
で
同
意
方
式
名
簿
へ

の
登
録
を
希
望
す
る
方
お
よ
び
⑤
の

方
の
情
報
を
、
災
害
協
力
隊
等
の
地

域
団
体
に
提
供
し
ま
す
。
災
害
協
力

隊
等
は
訪
問
調
査
等
を
行
い
、
具
体

的
な
避
難
支
援
の
方
法
を
検
討
し
た
、

個
別
の
避
難
支
援
計
画（
個
別
計
画
）

を
作
成
し
ま
す
。
な
お
、
災
害
の
種

類
や
規
模
、
被
災
状
況
に
よ
っ
て
は
、

支
援
が
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と

を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

避
難
に
支
援
を
要
す
る
方
の
情
報

を
平
常
時
か
ら
地
域
の
中
で
共
有
し
、

災
害
に
備
え
る
こ
と
で
地
域
防
災
力

の
向
上
を
目
指
し
ま
す
。

※
消
防
署
・
警
察
署
・
社
会
福
祉
協

議
会
と
は
、
届
出
の
有
無
に
関
わ
ら

ず
今
回
作
成
す
る
名
簿
を
共
有
し
ま

す
。

登
録
届
出
方
法

今
年
度
の
名
簿
に
登
録
す
る
に
は
、

5
月
31
日
（
火
）
ま
で
に
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。

﹇
受
付
窓
口
﹈区
役
所
（
福
祉
課
、
防

災
課
、障
害
者
支
援
課
）、
保
健
所
保

健
予
防
課
、
各
保
健
相
談
所
、
長
寿

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
、
長
寿
サ
ポ
ー

ト

﹇
提
出
書
類
﹈「
江
東
区
避
難
行
動
要

支
援
者
名
簿
の
登
録
届
出
書
兼
外
部

提
供
同
意
書
」

問
﹇
避
難
行
動
要
支
援
者
に
関
す

る
こ
と
﹈福
祉
課
福
祉
管
理
係

�（
3
6
4
7
）4
3
1
8

FAX（
3
6
4
7
）9
1
8
6

﹇
区
の
防
災
対
策
全
般
に
関
す
る
こ

と
﹈防
災
課
災
害
対
策
係

�（
3
6
4
7
）9
5
8
7

FAX（
3
6
4
7
）8
4
4
0

※各団体には管轄・担当区域の名簿を提供

お
早
め
に
気
軽
に
ご
相
談
を

区
で
は
「
生
活
困
窮
者
自
立
支
援

法
」
に
基
づ
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
済

的
な
困
り
ご
と
に
つ
い
て
相
談
を
受

け
付
け
る
窓
口
を
設
け
て
い
ま
す
。

「
収
入
が
不
安
定
で
家
賃
や
税
金

を
滞
納
し
て
い
る
」「
家
族
が
病
気

や
ひ
き
こ
も
り
で
仕
事
が
で
き
な

い
」
な
ど
失
業
・
借
金
・
家
計
か
ら

生
じ
る
経
済
的
な
困
り
ご
と
に
つ
い

て
、
専
門
知
識
と
経
験
を
有
す
る
相

談
員
が
解
決
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

窓
口
で
は
相
談
員
が
悩
み
事
を
お

聞
き
し
、
問
題
解
決
に
向
け
た
施
策

や
情
報
を
提
供
し
ま
す
。
経
済
的
な

困
り
ご
と
を
抱
え
て
い
る
方
は
、
一

人
で
悩
ま
ず
、
早
め
に
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

※
江
東
区
在
住
で
、
経
済
的
に
お
困

り
の
方
な
ら
ど
な
た
で
も
ご
相
談
で

き
ま
す
。

住
居
確
保
給
付
金
事
業

離
職
し
た
方
で
、
就
労
能
力
と
就

労
意
欲
の
あ
る
方
に
常
用
就
職
に
向

け
、
賃
貸
住
宅
の
家
賃
を
支
給
し
ま

す
（
給
付
条
件
・
期
間
や
金
額
の
上

限
が
あ
り
ま
す
）。

就
労
準
備
支
援
事
業

江
東
区
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
（
塩

浜
2
―
5
―
16
）で
、
生
活
訓
練（
生

活
リ
ズ
ム
の
確
立
）、
社
会
訓
練（
模

擬
面
接
）、
就
労
訓
練
（
就
職
活
動

の
ス
キ
ル
や
知
識
の
取
得
）
な
ど
を

行
い
ま
す
。

ま
た
、
早
期
の
就
労
が
難
し
い
方

に
は
職
業
体
験
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体

験
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
﹇
深
川
地
区
お
よ
び
東
砂
6
〜

8
丁
目
、
南
砂
、
新
砂
に
お
住
ま
い

の
方
の
相
談
窓
口
﹈

保
護
第
一
課（
区
役
所
2
階
24
番
）

�（
3
6
4
7
）8
4
8
7

﹇
城
東
地
区
の
う
ち
亀
戸
、
大
島
、
北

砂
、
東
砂
1
〜
5
丁
目
、
夢
の
島
、

新
木
場
、
若
洲
に
お
住
ま
い
の
方
の

相
談
窓
口
﹈

保
護
第
二
課
（
総
合
区
民
セ
ン
タ

ー
1
階
（
大
島
4
―
5
―
1
））

�（
3
6
3
7
）3
7
4
1

※
そ
の
ほ
か
、
区
役
所
2
階
に
ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
の
常
設
窓
口
（
江
東
就
職

サ
ポ
ー
ト
コ
ー
ナ
ー
）
を
設
置
し
、

生
活
に
お
困
り
の
方
等
の
就
職
先
を

紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
も
ご
利

用
く
だ
さ
い
（
予
約
制
）。

�（
3
6
4
7
）4
3
8
7

医
療
機
関
等
の
窓
口
で
支
払
う
国

民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医

療
一
部
負
担
金
、
介
護
保
険
の
利
用

者
負
担
金
は
、
区
が
交
付
す
る
証
明

書
等
の
提
示
に
よ
り
免
除
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
料
・
介
護

保
険
料
も
減
免
さ
れ
ま
す
。

平
成
27
年
度
に
証
明
書
の
交
付
を

受
け
た
方
に
は
、
案
内
を
お
送
り
し

ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

人
東
日
本
大
震
災
で
、
帰
還
困
難

区
域
等
、
上
位
所
得
層
（
※
1
）
を

除
く
旧
避
難
指
示
区
域
等
お
よ
び
平

成
27
年
度
に
指
定
が
解
除
さ
れ
た
旧

避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
に
お
い
て

被
災
し
、
転
入
さ
れ
た
方

﹇
延
長
期
間
﹈

①
帰
還
困
難
区
域
等
お
よ
び
上
位
所

得
層
（
※
1
）
を
除
く
旧
避
難
指
示

区
域
等
・
平
成
27
年
度
に
指
定
が
解

除
さ
れ
た
旧
避
難
指
示
解
除
準
備
区

域
か
ら
の
転
入
者

・
国
民
健
康
保
険
一
部
負
担
金
、
後

期
高
齢
者
医
療
一
部
負
担
金
、
介
護

保
険
利
用
者
負
担
金
の
免
除
：
平
成

29
年
2
月
28
日
（
火
）
ま
で

・
国
民
健
康
保
険
料
、
介
護
保
険
料

の
減
免
：
平
成
29
年
3
月
分
ま
で

②
平
成
27
年
度
に
指
定
が
解
除
さ
れ

た
旧
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
か
ら

の
転
入
で
上
位
所
得
層
（
※
1
）
の

方・
負
担
金
の
免
除
、
保
険
料
の
減
免

と
も
に
平
成
28
年
9
月
末
（
※
2
）

ま
で

※
1
：
医
療
保
険
は
加
入
者
全
員
の

年
間
所
得
額
の
合
計
金
額
が
6
0
0

万
円
を
超
え
る
世
帯
、
介
護
保
険
は

被
保
険
者
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が

6
3
3
万
円
以
上
（
詳
細
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

※
2
：
保
険
料
の
減
免
は
、
平
成
28

年
4
月
〜
9
月
ま
で
に
相
当
す
る
月

割
算
定
額

問
﹇
国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
に
関

す
る
こ
と
﹈

医
療
保
険
課
保
険
給
付
係

�（
3
6
4
7
）3
1
6
8

医
療
保
険
課
収
納
管
理
係

�（
3
6
4
7
）8
5
2
0

﹇
介
護
保
険
に
関
す
る
こ
と
﹈

介
護
保
険
課
給
付
係

�（
3
6
4
7
）9
4
9
8

介
護
保
険
課
資
格
保
険
料
係

�（
3
6
4
7
）9
4
9
3

介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴
い
、
平

成
27
年
4
月
以
降
は
、
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
の
新
規
入
所
者
が
原
則
、

要
介
護
度
3
以
上
の
方
に
限
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

要
介
護
度
1
ま
た
は
2
の
方
は
、

特
例
入
所
対
象
（
や
む
を
得
な
い
事

由
が
あ
る
）
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の

み
入
所
対
象
と
な
り
ま
す
。

す
で
に
本
区
に
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
入
所
申
し
込
み
を
さ
れ
て
い
る

要
介
護
度
3
以
上
の
方
で
新
た
に
要

介
護
度
が
1
・
2
に
変
更
と
な
っ
た

場
合
は
別
途
、「
特
例
入
所
要
件
該

当
申
告
書
」（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
等

の
署
名
が
必
要
）
お
よ
び
入
所
申
込

書
類
（
変
更
届
）
の
提
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

特
例
入
所
要
件
に
該
当
し
、
入
所

申
込
継
続
を
希
望
の
方
は
特
例
入
所

要
件
該
当
申
告
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

必
要
書
類
の
提
出
が
要
介
護
度
認

定
日
の
翌
月
末
ま
で
に
な
い
場
合
は

申
込
取
り
下
げ
と
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

﹇
提
出
先
﹈お
近
く
の
長
寿
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
お
よ
び
長
寿
サ
ポ
ー
ト

（
区
内
21
か
所
）ま
た
は
長
寿
応
援
課

施
設
支
援
係
（
区
役
所
3
階
8
番
）

窓
口
で

問
長
寿
応
援
課
施
設
支
援
係

�（
3
6
4
7
）9
3
2
9

FAX（
3
6
4
7
）9
2
4
7

※
4
月
か
ら
窓
口
お
よ
び
電
話
番
号

が
変
わ
り
ま
し
た
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

提供団体等

消防署、警察署、社会福祉協
議会、拠点避難所（区立小・
中学校）

災害協力隊（町会、自治会等
を単位として組織される自主
防災組織）、民生・児童委員、
長寿サポートセンター、長寿
サポート

名簿登録対象者

区で名簿登録の対
象としている方
（右記①～⑤）

右記①～④のうち、
名簿の外部提供に
同意（登録届出）
した方および⑤の
方

名簿種別

関係機関共
有方式名簿

同意方式
名簿
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毎週水曜、区役所本庁舎および豊洲特別出張所（豊洲2―2―18豊洲シビックセンター3階）の窓口時間を午後７時まで
延長しています。取り扱い業務の詳細については各担当窓口へご確認ください。

江東区ホームページ http://www.city.koto.lg.jp
http://www.city.koto.lg.jp/m（携帯）平成28年（2016年）4月11日

「
教
育
推
進
プ
ラ
ン・
江
東
」

「
教
育
推
進
プ
ラ
ン・
江
東
」

 
点
検
評
価
委
員
を
募
集

点
検
評
価
委
員
を
募
集

「
教
育
推
進
プ
ラ
ン・
江
東
」

 
点
検
評
価
委
員
を
募
集

平
成
29
年
３
月
末
ま
で
に
順
次
取
り
扱
い
を
終
了

証
明
書
自
動
交
付
機

江
東
区
教
育
施
策
大
綱
を
策
定

江
東
区
教
育
施
策
大
綱
を
策
定

江
東
区
教
育
施
策
大
綱
を
策
定

今
後
5
年
を
展
望
し
た
教
育
施
策
の
方
針

個
人
・
事
業
所
の
温
暖
化
対
策
を
助
成

個
人
・
事
業
所
の
温
暖
化
対
策
を
助
成

太
陽
光
パ
ネ
ル
や
エ
ネ
フ
ァ
ー
ム
等
の

購
入
に
ご
活
用
を

ひ
き
こ
も
り
な
ど
で

　
　
　
　

お
悩
み
の
方
へ

相
談
会・居
場
所
運
営
を
実
施（
４
〜
６
月
分
）

区
内
15
か
所
に
設
置
し
て
い
る
証

明
書
自
動
交
付
機
は
、
平
成
16
年
か

ら
稼
動
し
ご
利
用
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
新
た
に
ス
タ
ー
ト
し
た
証
明
書

コ
ン
ビ
ニ
交
付
へ
の
サ
ー
ビ
ス
移
行

に
伴
い
、
平
成
29
年
3
月
31
日（
金
）

ま
で
に
順
次
取
り
扱
い
を
終
了
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
各
自
動
交
付
機

の
稼
動
終
了
時
期
に
つ
い
て
は
表
1

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
に
必
要

な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
郵
送
の

ほ
か
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
パ
ソ
コ

ン
等
か
ら
も
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

詳
し
く
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

※
現
在
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
お

渡
し
に
は
申
請
か
ら
3
〜
4
か
月
程

度
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

﹇
コ
ン
ビ
ニ
交
付
で
発
行
で
き
る
証

明
書
﹈住
民
票
の
写
し
、印
鑑
登
録
証

明
書（
印
鑑
登
録
済
の
本
人
分
の
み
）、

課
税
・
非
課
税
証
明
書
（
現
年
度
分

・
本
人
分
の
み
）

﹇
発
行
手
数
料
﹈証
明
書
1
通
に
つ
き

2
0
0
円
（
窓
口
発
行
手
数
料
は
3

0
0
円
）

﹇
コ
ン
ビ
ニ
交
付
利
用
可
能
店
舗
﹈

表
2
の
と
お
り
※
マ
ル
チ
コ
ピ
ー

機
設
置
の
有
無
は
各
事
業
者
・
各
店

舗
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
区
民
課
証
明
係

�（
3
6
4
7
）3
1
6
4

こ
の
た
び
、
区
長
と
教
育
委
員
会

か
ら
な
る
総
合
教
育
会
議
で
の
協
議

を
経
て
、「
江
東
区
教
育
施
策
大
綱
」

を
策
定
し
ま
し
た
。

教
育
施
策
大
綱
と
は
、
教
育
の
振

興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
方
針

で
あ
り
、「
地
方
教
育
行
政
の
組
織

及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
」
の
規
定

に
基
づ
き
、
区
長
が
定
め
る
も
の
で

す
。江

東
区
の
教
育
施
策
大
綱
は
、
江

東
区
の
教
育
の
今
後
5
年
を
展
望
し
、

区
民
、
保
護
者
、
地
域
、
学
校
、
江

東
区
の
教
育
に
関
わ
る
す
べ
て
の
人

た
ち
が
成
す
べ
き
こ
と
を
示
す
も
の

で
す
。
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

﹇
施
策
の
柱
Ⅰ

確
か
な
学
力
・
豊
か

な
人
間
性
・
健
や
か
な
体
の
育
成
﹈

生
き
る
力
を
ど
の
子
も
身
に
つ
け

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
こ
う
と
う

学
び
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
基
軸
と
し
た

知
・
徳
・
体
の
調
和
の
と
れ
た
教
育

を
進
め
ま
す
。

﹇
施
策
の
柱
Ⅱ

安
心
し
て
通
え
る

楽
し
い
学
校（
園
）づ
く
り
の
推
進
﹈

個
に
応
じ
た
教
育
の
推
進
、
い
じ

め
や
不
登
校
対
策
の
充
実
な
ど
、
一

人
一
人
を
大
切
に
し
た
対
応
を
行
う

と
と
も
に
、
施
設
の
適
正
な
整
備
や

学
校
安
全
対
策
な
ど
を
進
め
ま
す
。

﹇
施
策
の
柱
Ⅲ

地
域
や
教
育
関
係

機
関
と
の
連
携
に
よ
る
教
育
力
の
向

上
﹈学

校
が
連
携
を
一
層
強
化
し
な
が

ら
教
育
活
動
を
進
め
て
い
く
シ
ス
テ

ム
の
充
実
や
、
学
校
か
ら
保
護
者
へ

の
積
極
的
な
情
報
の
発
信
な
ど
を
通

し
、
教
育
力
を
向
上
し
ま
す
。

﹇
施
策
の
柱
Ⅳ

教
育
を
支
え
る
環

境
づ
く
り
﹈

家
庭
や
地
域
に
よ
る
教
育
力
の
向

上
の
た
め
、
こ
ど
も
た
ち
が
安
全
で

安
心
し
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
場

の
確
保
や
学
習
機
会
の
充
実
な
ど
を

推
進
し
ま
す
。

﹇
重
要
課
題

2
0
2
0
年
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競

技
大
会
へ
の
取
組
﹈

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
教
育
を
推
進
し
、�
江
東
区
の
こ

ど
も
た
ち
が
大
会
に
か
か
わ
る
�
こ

と
を
通
し
て
、
こ
ど
も
た
ち
の
夢
や

将
来
へ
の
可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
を

目
指
し
ま
す
。

大
綱
の
全
文
は
、
こ
う
と
う
情
報

ス
テ
ー
シ
ョ
ン（
区
役
所
2
階
）、
区

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

問
庶
務
課
教
育
政
策
調
整
係

�（
3
6
4
7
）8
5
4
2

表1 証明書自動交付機一覧表2 コンビニ交付利用可能店舗

教
育
委
員
会
は
、
10
か
年
の
教
育

振
興
基
本
計
画
で
あ
る
「
教
育
推
進

プ
ラ
ン
・
江
東
」（
平
成
23
〜
32
年

度
）
に
つ
い
て
、
今
年
3
月
、
平
成

28
年
度
か
ら
の
後
期
計
画
を
新
た
に

策
定
し
ま
し
た
。

こ
の
プ
ラ
ン
を
客
観
的
に
評
価
す

る
た
め
、
学
識
経
験
者
の
ほ
か
公
募

区
民
等
か
ら
な
る
委
員
会
を
設
置
し
、

外
部
評
価
を
行
っ
て
い
ま
す
。

平
成
28
年
度
に
お
い
て
も
、
区
民

の
立
場
か
ら
ご
意
見
を
い
た
だ
く
た

め
、
新
た
に
区
民
委
員
を
募
集
し
ま

す
。
今
回
は
、
前
期
期
間
最
終
年
度

の
全
事
業
に
対
す
る
点
検
評
価
を
行

い
ま
す
。

人
20
歳
以
上
の
区
民
の
方
2
人

（
選
考
に
よ
り
決
定
）

﹇
任
期
﹈5
月
〜
平
成
29
年
3
月
（
委

員
会
は
、
平
日
の
日
中
ま
た
は
夜
間

約
2
時
間
を
3
回
程
度
予
定
）

﹇
謝
礼
金
﹈1
回
5
、0
0
0
円（
税
込
、

交
通
費
込
）

﹇
選
考
結
果
﹈5
月
中
に
応
募
者
全
員

に
通
知

締
5
月
10
日
（
火
）
消
印
有
効

申
「
新
し
い
時
代
に
向
け
た
教
育
・

学
校
・
地
域
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」

を
テ
ー
マ
に
意
見
を
8
0
0
字
程
度

（
Ａ
4
用
紙
）
に
ま
と
め
、
住
所
・

氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
職
業
・
電
話

番
号
を
記
入
し
、
〒
135
―
8383
区
役
所

庶
務
課
教
育
政
策
調
整
係
へ
郵
送

�（
3
6
4
7
）8
5
4
2

区
で
は
、
ひ
き
こ
も
り
を
は
じ
め

社
会
的
に
困
難
を
抱
え
る
若
者
が
、

次
の
一
歩
を
踏
み
出
す
た
め
の
手
助

け
を
す
る
事
業
（
こ
う
と
う
ゆ
ー
す

て
っ
ぷ
）
と
し
て
、
専
門
知
識
と
経

験
を
有
す
る
相
談
員
が
個
別
に
面
談

ま
た
は
電
話
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

日
程
等
は
、
今
後
も
区
報
や
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

時
場
下
表
の
と
お
り

人
区
内
在
住
・
在
学
・
在
勤
の
お

お
む
ね
15
歳
〜
39
歳
ま
で
の
方
お
よ

び
そ
の
保
護
者
等
。
1
回
の
開
催
で

4
〜
6
人
程
度
費
無
料

内
個
別
面
談
、
電
話
相
談
、
当
事

者
の
居
場
所
運
営
お
よ
び
専
門
機
関

の
紹
介
師
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
青
少
年
自

立
援
助
セ
ン
タ
ー
相
談
員

申
面
談
は
各
開
催
日
前
日
（
土
・

日
曜
、
祝
日
を
除
く
）
ま
で
に
、
電

話
相
談
は
開
催
日
に
相
談
専
用
ダ
イ

ヤ
ル�

0
7
0（
2
1
9
5
）6
7
8
1

問
青
少
年
セ
ン
タ
ー
仮
事
務
所

（
北
砂
5
―
21
―
5
）

�（
5
6
3
3
）6
3
7
1

区
で
は
、
個
人
住
宅
・
集
合
住
宅

お
よ
び
事
業
所
を
対
象
に
、
地
球
温

暖
化
の
防
止
に
貢
献
し
、Ｃ
Ｏ
2

削
減

効
果
の
大
き
い
創
エ
ネ
・
省
エ
ネ
設

備
の
設
置
に
つ
い
て
、
経
費
の
一
部

を
助
成
し
て
い
ま
す
（
下
表
参
照
）。

申
請
は
必
ず
工
事
着
工
前
に
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
着
工
後
の
申
請
は
受
け

付
け
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
助
成
要
件
や
助
成
金
額
、
申

請
の
際
の
必
要
書
類
等
詳
細
は
区
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
温
暖
化
対
策
課
環
境
調
整
係

�（
3
6
4
7
）6
1
2
4

「地球温暖化防止設備導入助成事業」対象設備および助成金額一覧表

住所
東陽4―11―28
東雲1―9―10
潮見2―6―1
東陽3―1―2
大島9―4―2―101
南砂6―7―52
東砂1―3―38

扇橋2―1―5

東陽4―11―28
白河1―3―28
富岡1―16―12

豊洲2―2―18

亀戸2―19―1

大島4―5―1

北砂4―7―3
南砂6―8―3

※区役所2階の1台は12月初旬に廃止予定

場所
区役所2階（2台）※
イオン東雲店
ミニストップ潮見駅前店
東陽区民館
東大島図書館
江東図書館
サンドラッグ東砂店

小松橋出張所

区役所1階
深川江戸資料館
富岡出張所
豊洲シビックセンター3階
豊洲特別出張所
カメリアプラザ内
（亀戸文化センター）
総合区民センター2階
大島出張所
砂町出張所
南砂出張所

終了時期

12月末

平成29年
3／17（金）

平成29年
3月末

備考

全国店舗で利用可能

一部店舗（岩手県奥
州市内の1店舗）で
のみ利用可能

全国店舗で利用可能

一部店舗（千葉県内
および埼玉県内）で
のみ利用可能

全国の店舗へ順次展
開予定

一部店舗（鹿児島県
鹿児島市内の1店舗）
でのみ利用可能

全国の店舗へ順次展
開予定

コンビニエンス
ストア名

セブン-イレブン
ローソン
サークルＫサンクス
ファミリーマート

Aコープ北東北

セイコーマート

イオンリテール

コミュニティ・ス
トア

エーコープ鹿児島

セーブオン

会場
総合区民センター７階第５・７会議室
（大島４―５―１）
江東区文化センター６階第２・３会議室
（東陽４―１１―３）
総合区民センター７階第５・７会議室
枝川区民館洋室第1・2（枝川３―６―１６）
総合区民センター７階第２・３会議室
総合区民センター７階第２・３会議室
江東区文化センター６階第２・３会議室

※時間はいずれも13：30～16：30
☆は居場所運営あり

日程

4／19（火）☆

4／22（金）

5／24（火）☆
5／27（金）
6／4（土）☆
6／21（火）☆
6／24（金）

助成金額
事業所用（ ）内は上限額

（1設備当たり8万円）
（1設備当たり20万円）
（1設備当たり4万円）

定格出力1kw当たり 5万円
（20万円）

塗装材料費
（20万円）

設置に要
する経費
の5％

住宅用（ ）内は上限額
（1設備当たり4万円）
（1設備当たり10万円）
（2万円集合住宅15万円）

定格出力1kw当たり 5万円
（20万円集合住宅150万円）

塗装材料費
（20万円集合住宅150万円）

設置に要
する経費
の5％

助成対象設備

エコキュート
エネファーム

エネルギー管理システム機器
太陽光発電
システム

高反射率塗装


